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本
町
の
一
般
職
員
等
の
給
与
に
つ
き
ま
し
て
は
、
町
条
例
に
基

づ
き
支
給
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
、
毎
年
度
、
町
議
会
に
お
き

ま
し
て
ご
審
議
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
住
民
の
皆
さ
ん
に
よ
り
広

く
そ
の
内
容
を
ご
理
解
い
た
だ
く
た
め
、「
太
子
町
人
事
行
政
の

運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
」
の
規
定
に
基
づ
き
、
平

成
26
年
４
月
１
日
現
在
の
給
与
状
況
等
を
お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。

◆
問
合
せ　

秘
書
広
報
グ
ル
ー
プ　
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８
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町
の
職
員
数
と
給
与
状
況
に

つ
い
て
の
公
表
で
す

注）�経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合の、
採用後の年数をいうものです｡

注）�人件費には、特別職に支給される給料・報酬等を含みます。

（₁）人件費の状況 （普通会計決算）

（₆）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

注）太子町の給与条例に基づく給料表の区分による職員数です。
　　�標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

（₇）職員の級別職員数の状況

（₈）職員手当の状況 （一般行政職）

区　分 歳出額Ａ
（千円）

人件費Ｂ
（千円）

人件費率
（Ｂ／Ａ）

25年度 5,838,949 865,935 14.8％
24年度 4,538,001 960,327 21.2％

（₂）職員給与の状況

注）職員手当には退職手当は含みません。
　　給与費は当初予算に計上された額です。

（普通会計予算）

区　分
給　　　与　　　費

給料
（千円）

職員手当
（千円）

期末・勤勉手当
（千円）

計（千円）
Ｂ

26年度 426,071 992,979 162,437 681,487
25年度 421,631 987,975 159,687 669,293

（₃）ラスパイレス指数の状況
　（�ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100として比較した
指数です） （各年４月１日現在）

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
ラスパイレス指数 97.5 97.1 98.4 97.9 107.2（98.9） 105.6（97.5）
前 年 比 ± 0 ▲ 0.4 11.3 ▲ 0.5 9.3（1.0） ▲1.6（▲1.4）

（各年４月１日現在）（₄）職員の平均給料月額及び平均年齢の状況

注）一般行政職とは、税務・水道・幼稚園等を除いた一般事務職です。

年　度 区　分 平均給料月額 平均年齢
26年度 一般行政職 338,544円 44.3歳
25年度 一般行政職 334,052円 43.7歳

（₅）職員の初任給の状況 〜給与構造改革により初任給を削減〜

区　　　　分 大学卒 高校卒
一般行政職 185,800円 155,700円

区　　分 勤続10年 勤続15年 勤続20年

一般行政職
大学卒 258,200円 295,500円 327,000円
高校卒 227,700円 265,700円 302,500円

区　分 ₁級 ₂級 ₃級 ₄級 ₅級 ₆級 ₇級 合計

標準的な
職務内容

主事補
・

技師補

主事
・
技師

主査 主任
参事
・
主幹

室長
・

グループ長
室長

職 員 数 1 13 12 49 14 22 1 112人
構
成
比

26年度 0.9 11.6 10.7 43.8 12.5 19.6 0.9 100％
25年度 0.9 14.2 11.5 40.7 15.0 16.8 0.9 100％

区　　分 太　子　町 国

扶 養 手 当

配　偶　者 13,000円

同

　
そ
の
他
の
扶
養
親
族

子　等
6,500円

（配偶者がいない1人目：11,000円）
（配偶者が扶養対象外の1人目：6,500円）

15歳に達する日
以後の最初の４月
１日から22歳に達
する日以後の最初
の３月31日迄

（上記の額に加算）
5,000円

支給対象職員平均支給月額（H26.4.1現在） 23,047円

住 居 手 当

借家で家賃（12千円
を超える額）を支
払っている者

27,000円を限度
として支給

同

支給対象職員平均支給月額（H26.4.1現在） 24,007円

通 勤 手 当

交 通 機 関
利　用　者

₆か月定期券の価格にて一括
支給（₁ヶ月当たりの運賃等相
当額は55,000円迄全額支給）

同
自動車など
交 通 用 具
利　用　者

   片道₂㎞以上₅㎞未満　02,000円
　〃　₅㎞以上10㎞未満　04,100円
　〃　10㎞以上15㎞未満　06,500円
　〃　15㎞以上20㎞未満　08,900円
　〃　20㎞以上25㎞未満　11,300円
　〃　25㎞以上30㎞未満　13,700円
　〃　30㎞以上35㎞未満　16,100円
　〃　35㎞以上40㎞未満　18,500円
　〃　40㎞以上45㎞未満　20,900円
　〃　45㎞以上50㎞未満　21,800円
　〃　50㎞以上55㎞未満　22,700円
　〃　55㎞以上60㎞未満　23,600円
　〃　60㎞以上　　　　　24,500円

上記併用者
上記による算定額より
55,000円迄全額支給

支給対象職員平均支給月額（H26.4.1現在） 10,017円

地 域 手 当
支給対象地域 全地域

同
支給率 ₃％

支給対象職員平均支給月額（H26.4.1現在） 11,000円

注）�平成24年度の（　）書は、国家公務員の給与カット前の給与水準に
対する値です。

▲浅野町長
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★行財政改革や給与構造改革等で取り組んできた抑制内容
　○退職手当支給額の引下げ（平成25年３月〜）
　○部長制の廃止（平成24年５月〜）
　○�住居手当の自宅（持家）にかかる手当（新築等５年に限り2,500円）
を廃止（平成21年12月〜）

　○�住居手当を国並み支給に見直し（平成20年４月〜）
　○�給与構造改革により、調整手当（10％）を地域手当（３％）に見
直し（平成18年４月〜）

　○�給与構造改革により給料昇給カーブのフラット化（給与月額平均
4.8％（最大7.0％）の引下げ）（平成18年４月〜）

　○住居手当のその他の者への支給を廃止（平成18年４月〜）
　○一般職の給料月額を２％削減（平成17年４月〜平成18年３月）
　○一般職の退職手当の加算制度を廃止（平成17年４月〜）
　○�管理職手当を定率支給（17％〜10％）から定額支給（55,000円〜
33,000円）に見直し（平成16年７月〜）

　○管理職手当を10％削減（平成11年４月〜平成12年３月）

★行財政改革等で取り組んできた抑制内容
　○議員定数を１名削減〈12人→11人〉（平成24年10月〜）
　○議員定数を２名削減〈14人→12人〉（平成20年10月〜）
　○期末手当（＋0.05月）改定を見送り（平成19年12月〜）
　○期末手当（＋0.05月）改定を見送り（平成17年12月〜）
　○議員定数を２名削減〈16人→14人〉（平成16年10月〜）
　○�議会議員が各種審議会等へ出席した場合に支給される報酬を廃止
（平成16年４月〜）

　○常任委員会視察研修の廃止（平成16年４月〜）
　○報酬月額を３％削減（平成15年１月〜平成16年10月）

★行財政改革等で取り組んできた抑制内容
　○�町長、副町長及び教育長への期末手当（＋0.05月）改定を見送り（平
成19年12月〜）

　○�町長、副町長及び教育長への期末手当（＋0.05月）改定を見送り（平
成17年12月〜）

　○町長の給料月額を18％削減（平成17年４月〜）
　○収入役制度の廃止（平成17年１月〜）
　○�副町長及び教育長の給料月額をそれぞれ５％削減（平成16年４月〜）
　○町長の給料月額を10％削減（平成16年４月〜平成17年３月）
　○�町長、収入役及び教育長の退職手当をそれぞれ50％、20％及び
20％削減（平成15年12月〜平成16年11月）

　○�町長、副町長、収入役及び教育長の給料月額をそれぞれ５％、４％、
３％及び３％削減（平成15年１月〜平成16年４月）

　○�町長、副町長、収入役及び教育長の調整手当（10％）の廃止（平成
11年４月〜）

※平成19年４月より名称が助役から副町長になりました。

（10）特別職・教育長の給料等の状況

※特殊勤務手当の支給はありません。

※�（７）（11）（12）の職員数は一般職に属する職員数であり、地方公
務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、臨時・非常勤
職員及び特別職・教育長を除いています。

（₉）議会議員の報酬等の状況

（12）年齢別職員構成の状況

管理職手当
室長 グループ長 参事 主幹

50,000円 45,000円 40,000円 37,000円
支給対象職員平均支給月額（Ｈ26.4.1現在） 42,993円

時間外勤務
手　　　当

平成25年度支給総額（普通会計）　　　　 18,125千円
同支給対象職員平均支給月額　　　　　　　 22,212円

区　　　　分 給料月額等

給　

料

町　　　　　長 672,400円（820,000円）
副　　町　　長 665,000円（700,000円）
教　　育　　長 627,000円（660,000円）

期
末
手
当

町　　　　　長
副　　町　　長
教　　育　　長

（平成25年度支給割合）
₆月期　　　1.85月分
12月期　　　2.00月分
　計　　　　3.85月分

注）給料月額等の（　　）は、減額する前の金額です。
　　�町長、副町長及び教育長の給料月額は、町長18％、副町長及び
　　教育長は５％削減した額です。

区　　分 20歳
未満

20歳
～
23歳

24歳
～
27歳

28歳
～
31歳

32歳
～
35歳

36歳
～
39歳

40歳
～
43歳

44歳
～
47歳

48歳
～
51歳

52歳
～
55歳

56歳
～
59歳

60歳
以上 計

平成26年 00人 01人 08人 04人 06人 13人 25人 12人 20人 14人 08人 1人 112人
平成25年 00人 00人 08人 05人 7人 19人 19人 14人 19人 14人 8人 0人 113人

区　　　　分 給料月額等

報
酬

議　　　　　長 360,000円
副　　議　　長 340,000円
議　　　　　員 320,000円

期
末
手
当

議　　　　　長
副　　議　　長
議　　　　　員

（平成25年度支給割合）
₆月期　　　1.85月分
12月期　　　2.00月分
　計　　　　3.85月分

退　

職　

手　

当

区　　分
太　子　町 国

自己都合 勧奨・定年

同

勤続20年 21.62月分 27.025月分
勤続25年 30.82月分 36.57月分
勤続35年 43.7 月分 52.44月分

最高限度額 52.44月分 52.44月分
その他の加算措置 定年前早期退職特例（₂〜20％）

※平成14年度以降、合計31人の人員削減となっています。

（11）部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在）

区　分 職　員　数（人） 増減数（人） 主な増減理由平成26年 平成25年

一
般
行
政
部
門

議　　会 2 2  0
総　　務 29 29  0
税　　務 8 9 ▲ 1 退職不補充による減
民　　生 12 11 ＋ 1 人員見直しによる増
衛　　生 9 9  0
農林水産 3 3  0
商　　工 2 2  0
土　　木 8 8  0
小　　計 73 73  0

特別
行政
部門

教　　育 20 21 ▲ 1 人員見直しによる減
小　　計 20 21 ▲ 1

公
営
企
業
等
会
計
部
門

水　　道 4 4  0
下 水 道 3 3  0
そ の 他 12 12  0
小　　計 9 19  0

合　　計 112 113 ▲ 1

期
末
・
勤
勉
手
当

太　　子　　町 国
（平成25年度支給割合）
　　　　　　　　　　　期末手当　　勤勉手当
　　　　　　₆月期　　1.225月分　　0.675月分
           12月期　　1.375月分　　0.675月分
　　　　　　　計　　　 2.60月分　　 1.35月分

職制上の段階、職務の級等による加算措置
₄級〜₇級（₅〜15％）　　　　　　　　　

　期末手当　　勤勉手当
1.225月分　　0.675月分
1.375月分　　0.675月分
2.60月分　　 1.35月分

職務等の加算については一
部異なる

支給対象職員平均支給年額
　　　　　　　　　　　（平成25年度）

期末手当 1,008,783円
勤勉手当 526,396円

たいしくん
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税金の納期内の納付に、ご協力をお願いします！

12月は税収確保重点月間です
　町では、大阪府の定めた「税収確保重点月間」と協調し、滞納者に対して徹底した催告や財産の差押などを行い、納期限内に納
税された人との税の公平性を確保します。
　皆さんに納付して頂く町税は、教育・福祉・生活環境・道路整備など、公共サービスの提供や安全で快適なまちづくりを進める
ための貴重な財源となっています。
　納税は国民の義務です。町税を滞納すると、納税の催告のために費用を要するため、皆さんに納付頂いた町税を有効に活用する
ことができなくなります。税金の納期限内の納付にご協力をお願いします。

　税金を納める方法は、町から送付される納付書で、定められた期限（納期限）までに、コンビニエンスストア・町税取扱い金融
機関で納めて頂くことになっています。

［町税取扱いコンビニエンスストア］
セブン−イレブン、ローソン、ファミリーマート、サンクス、サークルＫ、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストアー、
ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ミニストップ、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリー
エイト、スリーエフ、コミュニティ・ストア、セーブオン、ＭＭＫ設置店
※ただし、次の要件にあてはまる納付書は、コンビニで納付できませんのでご注意ください。
•１枚で納期の納付額が30万円を超える納付書　　•納期限が過ぎた納付書
•金額が訂正された納付書　　　　　　　　　　　•バーコード印刷がない納付書

［町税取扱い金融機関］
大阪南農業協同組合（ＪＡ大阪南）・りそな銀行・三菱東京ＵＦＪ銀行・三井住友銀行・近畿大阪銀行・池田泉州銀行・南都銀行・
関西アーバン銀行・大阪シティ信用金庫・成協信用組合・近畿労働金庫・近畿２府４県の各ゆうちょ銀行・郵便局
　また、次の税目については、口座振替の方法によって納税することもできます。各納期限に指定された口座から税金を自動的に
引き落としますので、期限毎に支払いに行く手間が省け、払い忘れを防ぎ安全で便利です。
◎口座振替ができる町税　
　町府民税（普通徴収）、固定資産税、軽自動車税

○延滞金
　�　定められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納になりますと、本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわ
せて納めて頂かなければなりません。延滞金は、滞納税額を計算の基礎として納期限の翌日から起算して納付または納入される
日までの期間に応じて計算します。
　�　納期限を過ぎてから納付する場合、延滞金は納期限の翌日から１か月を経過する日までは2.9％、２か月目からは9.2％の割合
で加算されます。

○財産の差押など
　�　税金を納期限までに納付して頂けない場合、督促状を送付し納付のお願いをしています。それ以外にも、催告書を発送したり、
税務グループ職員が電話や訪問などによる納付のお願いをしたりする場合もあります。その後も納付して頂けない場合は、やむ
を得ず徹底した財産調査を行い、財産の差押え（土地・家屋などの登記財産、給料、預貯金などその他）などを行うことになり
ます。
●滞納処分は、自主的に納付頂けない場合に、法律に基づく手続きにより、税収の確保を図るものですので、
　このようなことがないように納期限内の納付にご協力ください。
●何らかの事情があって納期限内に納税できない場合には、お早めに税務グループへご相談ください。
◆問合せ　税務グループ　☎98-5517

税金を納める方法

税金の滞納処分など

　町税を銀行などの預貯金口座から自動的に振り替えて納める
ことができます。
　納期限や納め忘れを気にすることなく、また一度手続きすれ
ば解約するまで自動的に引き落としされます。
［口座振替できる税］　
◦町府民税（普通徴収）・固定資産税・軽自動車税
［取 扱 金 融 機 関］　
　納税通知書に記載の金融機関の本・支店及び全国のゆうちょ
銀行（郵便局）
［申　込　手　続］
　口座振替依頼書に必要事項を明記、押印し、税務グループへ
ご郵送頂くだけで手続きできます。

　ただし、税務グループでは、口座番号やお届け印の確認がで
きませんので、記載事項にお間違えのないようご注意ください。
（ゆうちょ銀行で印かんの届け出が無い場合は、ゆうちょ銀行
へ直接お申込みください。）
　口座振替依頼書は公金取扱金融機関の窓口にも設置していま
す。金融機関に直接、口座振替依頼書を提出し、お申込み頂く
こともできます。その際は、下記の「必要となるもの」をご持
参ください。
［必要となるもの］預貯金通帳・通帳届出印・納税通知書
［振　　替　　日］各税目の納期限の日が振替日とな

ります。
◆問合せ　税務グループ　☎98-5517

町税の納付は便利な口座振替で！
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軽 自 動 車 税 の 改 正
　平成26年の国による地方税制の改正により、平成27年４月１日から軽自動車税の税額が変わります。
　また、三輪及び四輪以上の軽自動車のうち、新車での新規登録から13年を超える車両には、重課による新税率が適用
されます。
　軽自動車税は、毎年４月１日の所有者に課税されています。使用していない車両がありましたら、お早めに下記の軽自
動車などの申告場所で、廃車や名義変更の手続きを行ってください。

［原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車の税率］
①平成27年度からすべての原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車に新税率が適用されます。

［三輪及び四輪以上の軽自動車の税率］
②平成27年４月１日以降、新車で購入し、新規登録を受ける車両は下表の新税率が適用されます。

③�平成28年４月１日以降の基準日（毎年４月１日）時点で、新車での新規登録から13年を超える車両（14年目以降の軽
自動車税）には、重課による新税率が適用されます。

※②、③に該当しない三輪及び四輪の軽自動車は、これまでどおり旧税率の適用となります。
《軽自動車などの申告場所》
•原動機付自転車（125㏄以下）・小型特殊自動車・農耕作業用自動車⇒税務グループ　☎98-5517
•軽四輪貨物・乗用⇒軽自動車検査協会大阪主管事務所和泉支所（大阪府堺市西区山田2-190-3）　☎050-3816-1842
•軽二輪・二輪の小型自動車⇒大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所（大阪府和泉市上代町官有地）　☎050-5540-2060
◆問合せ　税務グループ　☎98-5517

　近畿税理士会富田林支部による無料税務相談が行われます。
　一般納税者で税理士などの関与がない人が対象になります。（予約要）
［と　き］12月25日（木）午後１時～４時
［ところ］役場３階　第２会議室
［内　容］口頭による所得税・相続税や経理などに関する事項

※相談時間は１人30分程度。
［申　込］電話申込みによる先着順　月～金曜日　午前９時～午後４時

※予約状況により当日申込みも可。
◆申込・問合せ　近畿税理士会富田林支部事務局　☎25-6250

従業員の個人住民税は
「特別徴収」で納めましょう！
　事業主は、原則として従業員の個人住民
税を、給与から引き去り納入して頂くこと
（特別徴収）が、法律により義務づけられ
ています。南河内地区の市町村と大阪府は、
適正かつ公平な課税・徴収に向け、連携し
て特別徴収制度を推進しています。
◆問合せ　税務グループ　☎98-5517

事業主の皆さんへ 税理士による無料税務相談センター開設

車 種 区 分 総　排　気　量 定　格　出　力 旧　税　率 新　税　率

原動機付自転車

50㏄以下 0.6kw以下 1 , 0 0 0 円 2 , 0 0 0 円
50㏄超90cc 以下 0.6kw超0.8kw以下 1 , 2 0 0 円 2 , 0 0 0 円
90cc 超125㏄以下 0.8kw超 1 , 6 0 0 円 2 , 4 0 0 円
ミニカー 2 , 5 0 0 円 3 , 7 0 0 円

軽二輪（125㏄超250㏄以下） 2 , 4 0 0 円 3 , 6 0 0 円
二輪の小型自動車（250㏄超） 4 , 0 0 0 円 6 , 0 0 0 円
小型特殊自動車（農耕用） 1 , 6 0 0 円 2 , 4 0 0 円
小型特殊自動車（その他） 4 , 7 0 0 円 5 , 9 0 0 円

車 種 区 分 旧　税　率 新　税　率

軽自動車

四輪以上の乗用 自家用 7 , 2 0 0 円 1 0 , 8 0 0 円
（660㏄以下） 営業用 5 , 5 0 0 円 6 , 9 0 0 円
四輪以上の貨物 自家用 4 , 0 0 0 円 5 , 0 0 0 円
（660㏄以下） 営業用 3 , 0 0 0 円 3 , 8 0 0 円
三輪（660㏄以下） 3 , 1 0 0 円 3 , 9 0 0 円

車 種 区 分 旧　税　率 重課による新税率

軽自動車

四輪以上の乗用 自家用 7 , 2 0 0 円 1 2 , 9 0 0 円
（660㏄以下） 営業用 5 , 5 0 0 円 8 , 2 0 0 円
四輪以上の貨物 自家用 4 , 0 0 0 円 6 , 0 0 0 円
（660㏄以下） 営業用 3 , 0 0 0 円 4 , 5 0 0 円
三輪（660㏄以下） 3 , 1 0 0 円 4 , 6 0 0 円
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年
末
の
役
場
・
保
健
セ
ン
タ
ー
・
福
祉
セ
ン
タ
ー
・
公
民
館
の
一
般
業
務
は
12
月
26
日（
金
）ま
で
、
12
月
27
日（
土
）

か
ら
₁
月
₄
日（
日
）ま
で
休
業
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
業
務
に
よ
っ
て
利
用
し
て
い
た
だ
け
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

年
末
の
引
取
最
終
日

　
　
　

12
月
26
日（
金
）

　

年
始
の
引
取
開
始
日

　
　
　
　
　
　

１
月
５
日（
月
）

※�

引
取
申
請
の
前
に
必
ず
藤
井

寺
分
室
へ
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

◆
問
合
せ

　
大
阪
府
動
物
管
理
指
導
所

　
藤
井
寺
分
室

　

☎
０
７
２（
９
３
７
）１
１
０
１

◎
戸
籍
の
届
出

◎
町
立
総
合
ス
ポ
ー
ツ
公
園

◎
水
道
の
開
閉
栓

◎
ご
み
・
し
尿
の
収
集

◎
町
立
竹
内
街
道
歴
史
資
料
館

◎�

い
き
い
き
交
流
広
場

26日26日26日
町役場の一般業務

年
末
年
始

ね
こ
・
犬
の
引
取
業
務

　

戸
籍
に
関
す
る
届
け
出（
出
生
届
・

婚
姻
届
・
死
亡
届
な
ど
）
は
、
休
業

期
間
中
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

◆
問
合
せ
　
住
民
人
権
グ
ル
ー
プ

　
　
　
　
　

☎（
９
８
）５
５
１
５

　

ご
み
シ
ー
ル
に
同
封
さ
れ
て
い
る

日
程
表
の
と
お
り
収
集
を
行
い
ま

す
。臨
時
ご
み
の
収
集
に
つ
い
て
は
、

12
月
９
日（
火
）ま
で
に
、
ま
た
、
臨

時
し
尿
汲
み
取
り
に
つ
い
て
は
、
12

月
26
日（
金
）ま
で
に
、
安
全
環
境
グ

ル
ー
プ
へ
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

◦
12
月
最
終
ご
み
収
集
日

　

も
え
る
ご
み　
　

12
月
30
日（
火
）

　

粗
大
ご
み　
　
　

12
月
24
日（
水
）

　

ビ
ン
・
カ
ン
混
合　

　
　
　
　
　
　
　
　

12
月
22
日（
月
）

　

金
属
類　
　
　
　

12
月
17
日（
水
）

　

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル　

12
月
25
日（
木
）

　

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装

　
　
　
　
　
　
　
　

12
月
18
日（
木
）

※�

最
終
ご
み
の
日
以
降
に
出
さ
れ
た

ご
み
は
一
切
収
集
し
ま
せ
ん
の

で
、
ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

◦
１
月
年
始
の
ご
み
収
集
日

　

も
え
る
ご
み　
　

１
月
６
日（
火
）

　

粗
大
ご
み　
　
　

１
月
14
日（
水
）

　

ビ
ン
・
カ
ン
混
合

　
　
　
　
　
　
　
　

１
月
12
日（
月
）

　

金
属
類　
　
　
　

１
月
７
日（
水
）

　

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル　

１
月
22
日（
木
）

　

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装

　
　
　
　
　
　
　
　

１
月
８
日（
木
）

◦
１
月
の
し
尿
収
集
日

　

小
型
・
一
般　
　

１
月
８
日（
木
）

　

２
回
取
り　
　
　

１
月
22
日（
木
）

※�

12
月
31
日（
水
）～
１
月
５
日（
月
）

の
ご
み
の
収
集
は
休
ま
せ
て
頂
き

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◦�

年
末
年
始
の
南
河
内
環
境
事
業
組

　

合
の
ご
み
の
搬
入
受
付

　

年　

末　
　
　
　

12
月
26
日（
金
）

　

年　

始　
　
　
　

１
月
５
日（
月
）

　

ご
み
搬
入
受
付
時
間
は
、
午
前
９

時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
で
す
。

◆
問
合
せ
　
安
全
環
境
グ
ル
ー
プ
　

　
　
　
　
　
☎（
９
８
）５
５
２
５

　

12
月
27
日（
土
）か
ら
１
月
４
日

（
日
）ま
で
に
引
越
し
な
ど
で
水
道
の

開
閉
栓
が
あ
る
場
合
は
、
12
月
26
日

（
金
）ま
で
に
上
下
水
道
グ
ル
ー
プ
へ

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
問
合
せ
　
上
下
水
道
グ
ル
ー
プ

　
　
　
　
　
　
☎（
９
８
）５
５
３
６

　

12
月
29
日（
月
）か
ら
１
月
３
日

（
土
）ま
で
休
室
、
休
館
し
ま
す
。

◆
問
合
せ
　
町
立
図
書
室

　
　
　
　
　
　
☎（
９
８
）５
５
２
６

　
　
　
　
　
町
立
公
民
館

　
　
　
　
　
　
☎（
９
８
）５
５
３
０

　

体
育
館
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
、
グ
ラ

ウ
ン
ド
と
も
、
12
月
28
日（
日
）か
ら

１
月
５
日（
月
）ま
で
休
園
し
ま
す
。

◆
問
合
せ
　
町
立
総
合
体
育
館

　
　
　
　
　

☎（
９
８
）５
３
４
４

　

12
月
26
日（
金
）か
ら
１
月
７
日

（
水
）ま
で
休
館
し
ま
す
。

◆
問
合
せ

　
町
立
竹
内
街
道
歴
史
資
料
館

　
　
　
　
　

☎（
９
８
）３
２
６
６

　

12
月
29
日（
月
）か
ら
１
月
３
日

（
土
）ま
で
休
館
し
ま
す
。

◆
問
合
せ

　
に
ぎ
わ
い
ま
ち
づ
く
り
グ
ル
ー
プ

　
　

☎（
９
８
）５
５
２
１

◎
町
立
図
書
室

◎
町
立
公
民
館

　

12
月
28
日（
日
）か
ら
１
月
４
日

（
日
）ま
で
休
場
し
ま
す
。

◆
問
合
せ
　
高
齢
介
護
グ
ル
ー
プ

☎（
９
８
）５
５
３
８

　

12
月
29
日（
月
）か
ら
１
月
３
日

（
土
）ま
で
休
館
し
ま
す
。

◆
問
合
せ
　
総
務
政
策
グ
ル
ー
プ

　
　
　
　
　
　
☎（
９
８
）０
３
０
０

◎
ま
ち
づ
く
り
観
光
交
流
セ
ン
タ
ー

◎
町
立
万
葉
ホ
ー
ル

6



人権コーナー

　

先
日
、
大
阪
府
の
南
部
に
あ
る
小
学

校
で
開
催
さ
れ
た
、
文
部
科
学
省
指
定

の
人
権
教
育
の
研
究
発
表
会
に
招
か
れ

ま
し
た
。
案
内
状
に
は
、「
人
間
性
豊

か
で
、
活
力
あ
る
子
ど
も
の
育
成
」
を

テ
ー
マ
と
し
て
２
年
間
の
研
究
の
成
果

を
公
開
す
る
と
あ
り
ま
す
。

　

発
表
会
は
前
半
が
公
開
授
業
、
後
半

が
体
育
館
で
の
研
究
発
表
で
し
た
。
そ

の
公
開
授
業
は
、
自
分
の
生
活
や
生
ま

れ
た
時
の
こ
と
、
な
か
ま
へ
の
想
い
、

地
域
の
ね
が
い
、
将
来
へ
の
夢
な
ど
多

彩
な
テ
ー
マ
で
１
年
か
ら
６
年
の
全
学

年
で
実
施
さ
れ
ま
し
た
。ど
の
授
業
も
、

み
ん
な
で
考
え
良
く
練
り
上
げ
ら
れ
た
、

何
時
間
も
の
取
組
み
と
活
動
を
ふ
ま
え

た
充
実
し
た
内
容
で
し
た
。

　

１
年
生
は
、
生
活
科
「
う
ち
の
ひ
と

の
し
ご
と
」
が
テ
ー
マ
で
し
た
。
そ
の

教
室
に
入
る
と
、
ち
ょ
う
ど
あ
る
女
子

児
童
が
自
分
の
文
章
を
読
む
と
こ
ろ
で

し
た
。
ど
の
子
も
、
し
っ
か
り
顔
を
上

げ
て
前
で
発
表
す
る
仲
間
に
体
ご
と
向

き
合
っ
て
い
ま
す
。
一
瞬
で
、
教
室
の

中
が
ピ
ー
ン
と
張
り
詰
め
た
空
気
に
包

ま
れ
ま
し
た
。

　
「
わ
た
し
の　

お
か
あ
さ
ん
は　

あ

さ
の　

８
じ
か
ら　

ゆ
う
が
た
の　

５

じ
ま
で　

…　

お
し
ご
と
を　

し
て
い

ま
す
。
わ
た
し
が　

学
ど
う
か
ら
か
え

る
と　

お
か
あ
さ
ん
は　

ソ
フ
ァ
で　

よ
こ
に
な
っ
て　

い
ま
し
た
。
お
か
あ

さ
ん
は　

す
こ
し
し
か　

ご
は
ん
を　

た
べ
ま
せ
ん
で
し
た
。
だ
か
ら
わ
た
し

は　

お
か
あ
さ
ん
の
た
め
に　

な
に
か

し
た
い
と　

お
も
い
ま
し
た
。
…
」

　

し
ゃ
ん
と
背
筋
を
伸
ば
し
て
、
肘
を

あ
げ
両
手
で
持
っ
た
作
文
の
紙
を
顔
の

前
に
広
げ
、
そ
の
子
は
良
く
と
お
る
声

で
最
後
ま
で
読
み
ま
し
た
。
読
み
終
え

て
、「
何
か
質
問
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」。

す
ぐ
に
何
人
も
の
手
が
挙
が
り
ま
し
た
。

「
洗
い
終
わ
っ
た
時
ど
ん
な
気
持
ち
が

し
ま
し
た
か
」、「
疲
れ
た
け
ど
よ
か
っ

た
で
す
」。
次
々
に
出
る
質
問
に
て
き

ぱ
き
と
答
え
、「
こ
れ
で
質
問
は
終
わ

り
ま
す
」、
す
て
き
な
笑
顔
で
締
め
く

く
り
ま
し
た
。
も
の
お
じ
し
な
い
態
度

に
、
小
柄
な
そ
の
子
が
大
き
く
見
え
た

も
の
で
す
。

　

校
長
先
生
か
ら
、
そ
の
子
は
入
学
し

た
頃
は
手
を
挙
げ
て
答
え
る
こ
と
は
お

ろ
か
、
友
だ
ち
と
話
し
合
う
こ
と
も
で

き
ず
と
て
も
心
配
だ
っ
た
と
お
聞
き
し

ま
し
た
。
廊
下
に
は
柱
の
陰
か
ら
そ
っ

と
見
守
る
お
か
あ
さ
ん
の
姿
が
あ
り
ま

し
た
。「
優
し
い
、
い
い
お
子
さ
ん
で

す
ね
」、
は
い
と
答
え
る
笑
顔
の
目
が

潤
ん
で
い
ま
し
た
。

　

家
族
の
一
員
と
し
て
自
分
も
役
立
ち

た
い
と
い
う
意
欲
を
育
て
る
学
習
、
交

流
を
通
し
て
自
分
と
仲
間
の
生
活
を
重

ね
て
考
え
る
学
習
を
通
じ
て
、
研
究
目

標
で
あ
る
「
伝
え
合
い
、
認
め
合
い
、

育
ち
合
う
」
授
業
が
、
１
年
生
に
見
事

に
結
実
し
た
瞬
間
で
し
た
。

　12月４日～10日は人権週間です。
　「世界人権宣言」は、基本的人権及
び自由を遵守し確保するため、世界
のすべての人々とすべての国々が達
成すべき共通の目標として、昭和23
年12月10日の第３回国連総会におい
て採択され、このことを記念して12
月10日が「人権デー」、また毎年12
月４日～10日を「人権週間」と定め、
世界人権宣言の意義を訴えるととも
に、人権思想の普及高揚のための啓
発活動を全国的に行っています。
　町では、人権週間の期間中、太子
町人権啓発推進大会のほか、下記の
催しを行います。
〇人権パネル展
　�「個人情報漏えいＳＴＯＰ！登録し
よう本人通知制度」

［と　き］12月４日（木）～９日（火）
午前９時～午後５時30分

※土、日曜日を除く。
［ところ］役場１階　ロビー
◆問合せ　
　住民人権グループ　☎98-5515

12月10日～16日は北朝鮮人権侵害
問題啓発週間です
　北朝鮮当局による人権侵害問題に
関する国民の認識を深めるとともに、
国際社会と連携しつつ拉致問題など
の実態を解明し、その抑止を図るこ
とを目的として、平成18年６月に「拉
致問題その他北朝鮮当局による人権
侵害問題への対処に関する法律」が
施行され、国及び地方公共団体の責
務などが定められるとともに、毎年
12月10日～16日までを「北朝鮮人権
侵害問題啓発週間」とすることにな
りました。
　拉致問題は、我が国の喫緊の国民
的課題であり、この解決を始めとす
る北朝鮮当局による人権侵害問題へ
の対処が、国際社会を挙げて取り組
むべき課題とされる中、この問題に
ついての関心と認識を深めていくこ
とが大切です。
◆問合せ
　住民人権グループ　☎98-5515

　一日も早い拉致被害者の帰国をめ
ざして、拉致問題啓発映画「めぐみ」
の上映会を、国・府・府内全市町村
合同で行います。
［と　き］12月14日（日）

午後１時30分～３時15分
（午後１時開場）

［ところ］ドーンセンター（大阪市中
央区大手前１丁目３番49号）

［内　容］
◦政府の取組みについて
　（政府拉致問題対策本部）
◦ドキュメンタリー映画
　「めぐみ－引き裂かれた家族の30年」
［参加費］無料
※当日先着順。
［主　催］政府拉致問題対策本部、大

阪府、太子町はじめ府内全
市町村

◆問合せ　大阪府府民文化部人権局
　　　　　☎06-6210-9280
　　　　　住民人権グループ　
　　　　　☎98-5515

人権週間 北朝鮮人権侵害問題
啓発週間

拉致問題啓発映画
「めぐみ」上映会

「おかあさんのために　なにかしたい」　大阪教育大学　島　善信人権コラム「よき日へ」

　人権コーナー「気づく」では、人権に関する様々な問題や啓発推進
情報をお知らせします。
　小さなことでもまず気づくことが、お互いを尊重し、一人ひとりが豊
かに生きることができる社会につながる。「気づく」には、そんな願いが
込められています。

気づく
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町
立
竹
内
街
道
歴
史
資
料
館
歴
史
講
座

　

11
月
８
日（
土
）と
13
日（
木
）に
、
町
立
竹
内
街
道
歴
史
資
料
館
歴
史
講
座
を

行
い
ま
し
た
。

　

企
画
展
の
関
連
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、葛
城
市
歴
史
博
物
館
学
芸
員
の
神
庭
滋

氏
と
、羽
曳
野
市
教
育
委
員
会
歴
史
文
化
推
進
室
の
河
内
一
浩
氏
を
講
師
と
し

て
お
招
き
し
、
聖
徳
太
子
の
時
代
の
古
墳
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
お
話
を
聞
く

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

10
月
31
日（
金
）、
町
立
竹
内
街
道
歴
史
資
料
館
で
、
町
立
幼
稚
園
の
園
児
が
、

勾ま
が
た
ま玉
づ
く
り
体
験
を
し
ま
し
た
。

　

27
人
の
園
児
た
ち
は
太
子
町
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
「
太
子
街ガ

イ
ド人
の
会
」
の
皆
さ

ん
に
、「
勾ま

が
た
ま玉
」
の
磨
き
方
を
教
え
て
も
ら
い
、
素
敵
な
首
飾
り
を
作
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

幼
稚
園
児
が
資
料
館
で
勾ま

が
た
ま玉

づ
く
り
体
験

　11月９日（日）、太子・和み
の広場で、「ふれあいTAISHI
2014・たいし聖徳市」を行い
ました。
　ふれあい TAISHI は、各種団
体のご協力を頂き、青少年の健
全育成を図るとともに、地域の
仲間づくりを促進するために
行っています。
　あいにく小雨となりましたが、

ふれあいTAISHI2014・たいし聖徳市

　10月25日（土）･26日（日）に、
町立公民館や町立万葉ホール、
まちづくり観光交流センターや
住民ホール（役場１階）で、文
化祭を行いました。
　丹精込めた力作や、日頃の練
習の成果を発表し、子どもから
高齢者までたくさんの人が訪
れ、楽しんでいました。
　菊花展は、10月22日（水）～

第54回文化祭・平成26年度菊花展

多くの家族や子どもたちで賑わ
い、模擬店やエアートランポリ
ン、ステージイベントでの演技、
普段触れない動物に触れるミニ
動物園などで、楽しい一時を過
ごしました。

11月６日（木）まで町立万葉ホー
ル前で展示され、皆さんの目を
楽しませていました。

№1
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　10月19日（日）、町立総合体
育館で、第20回障がい者ふれ
あいスポーツ大会を行いました。
　障がいのある人など、たくさ
んの人が、パン食い競走、買い
物競走、玉入れなど様々な競技
に参加しました。
　当日はそれぞれの競技にみん
な一緒に出場し、楽しく１日を
過ごしました。

障がい者ふれあいスポーツ大会

　

11
月
８
日（
土
）と
13
日（
木
）に
、
町
立
竹
内
街
道
歴
史
資
料
館
歴
史
講
座
を

行
い
ま
し
た
。

　

企
画
展
の
関
連
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、葛
城
市
歴
史
博
物
館
学
芸
員
の
神
庭
滋

氏
と
、羽
曳
野
市
教
育
委
員
会
歴
史
文
化
推
進
室
の
河
内
一
浩
氏
を
講
師
と
し

て
お
招
き
し
、
聖
徳
太
子
の
時
代
の
古
墳
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
お
話
を
聞
く

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

10
月
31
日（
金
）、
町
立
竹
内
街
道
歴
史
資
料
館
で
、
町
立
幼
稚
園
の
園
児
が
、

勾ま
が
た
ま玉
づ
く
り
体
験
を
し
ま
し
た
。

　

27
人
の
園
児
た
ち
は
太
子
町
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
「
太
子
街ガ

イ
ド人
の
会
」
の
皆
さ

ん
に
、「
勾ま

が
た
ま玉
」
の
磨
き
方
を
教
え
て
も
ら
い
、
素
敵
な
首
飾
り
を
作
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　10月25日（土）、26日（日）の
２日間、町立保健センターで、
健康展2014を行いました。
　当日は、『糖尿病予防』をテー
マにクイズラリーを行いまし
た。
　また、健康マシーンでからだ
年齢・血管年齢の測定やストッ
クウォーク体験コーナー、スト
レスチェックコーナーなど、健

健康展2014

康づくりのためのいろいろな
コーナーに、子どももおとなも、
多くの人が訪れ、健康づくりに
ついて楽しく学んでいました。
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お
お
さ
か
「
山
の
日
」
in
二
上
山

　

11
月
８
日（
土
）、
二
上
山
万
葉
の
森
で
、
太
子
町
・
太
子
町
自
然
を
守
る
会

が
主
催
す
る
、
お
お
さ
か
「
山
の
日
」
二
上
山
ク
リ
ー
ン
ハ
イ
キ
ン
グ
を
行
い

ま
し
た
。

　

当
日
は
自
然
を
守
る
会
の
会
員
と
一
般
参
加
者
に
よ
る
、
二
上
山
の
清
掃
活

動
や
お
楽
し
み
抽
選
会
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。

　

町
立
磯
長
小
学
校
の
皆
さ
ん
が
、
秋
に
種
を
ま
き
、
大
切
に
育
て
た
花
の
苗
が

大
き
く
育
ち
ま
し
た
の
で
、「
花
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
の
会
」の
人
た
ち
と
一
緒
に
、

道
路
沿
い
の
花
壇
な
ど
に
植
え
付
け
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
色
と
り
ど
り
の
花
を
咲
か
せ
、
道
往
く
人
々
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
く

れ
ま
す
。

花
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　11月１日（土）、聖徳太子ゆ
かりの本町と奈良県斑鳩町、兵
庫県太子町の３町の中学生が集
い、友好を深める「中学生太子
サミット」を、奈良県斑鳩町の
法隆寺ｉセンターで行いました。
　３町の町立中学校５校から生
徒が集まり、午前に「斑鳩の里・
歴史散策」として法隆寺と藤ノ
木古墳の見学をし、午後からは

第15回三町交流中学生太子サミット

「各学校や地域の紹介」をテー
マに情報交換を行い、交流しま
した。

　11月２日（日）、あべのハル
カスで、「秋のご当地キャラ大
集合」が行われ、たいしくんが
参加しました。
　あべのん、地球戦士ゼロス、
いしきりん、くしたんなど、た
くさんのご当地キャラが大集合
し、それぞれのご当地ＰＲや特
技（かくし芸）披露、ミニヒー
ローショーが行われました。

あべのハルカスで「秋のご当地キャラ大集合」に参加！

　たいしくんも、がんばって太
子町のＰＲとフラフープをしま
した。

№2
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町
立
磯
長
小
学
校
の
皆
さ
ん
が
、
秋
に
種
を
ま
き
、
大
切
に
育
て
た
花
の
苗
が

大
き
く
育
ち
ま
し
た
の
で
、「
花
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
の
会
」の
人
た
ち
と
一
緒
に
、

道
路
沿
い
の
花
壇
な
ど
に
植
え
付
け
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
色
と
り
ど
り
の
花
を
咲
か
せ
、
道
往
く
人
々
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
く

れ
ま
す
。

　11月９日（日）～15日（土）の
『秋の火災予防運動』にあわせ
て、９日（日）に、太子町消防団
と富田林消防本部太子分署が消
防車で町内をまわり、火災予防
を呼びかけました。
　秋から冬にかけては空気が乾
燥しやすく、暖房器具の使用な
どにより思わぬ火災が発生する
恐れがあります。この時期は特

秋の火災予防運動

に、火の取り扱いに気をつけま
しょう。

　11月12日（水）、町立万葉ホー
ルで、「本当に大丈夫？食の安
全」と題し、消費生活啓発講座
を行いました。
　講師に垣田達哉氏を迎え、私
たち消費者が見落としがちな食
の安全について分かりやすく説
明して頂きました。

消費生活啓発講座
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◆
大
阪
府
安
全
な
ま
ち
づ
く
り

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
表
彰

　

�

磯
長
・
山
田
小
学
校
区
地
域
安
全
セ

ン
タ
ー

◆
平
成
26
年
度
大
阪
ス
ポ
ー
ツ
賞

　

射
撃　

優
秀
選
手
賞

　

東　
　
　

宏

◆
厚
生
労
働
大
臣
表
彰

　

�

食
生
活
改
善
事
業
功
労
者
及
び
地
区

組
織
表
彰

　

太
子
町
食
生
活
改
善
推
進
協
議
会

◆
南
河
内
地
区
剣
道
新
人
大
会

　

男
子
団
体
の
部　

優
勝

　

太
子
中
剣
道
部

◆
二
上
山
カ
ッ
プ　

優
勝

◆
天
理
北
ホ
ッ
パ
ー
ズ
オ
ー
タ
ム
カ
ッ
プ

　

優
勝

◆
南
大
阪
オ
ー
タ
ム
カ
ッ
プ　

第
３
位

　

太
子
ミ
ニ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
ク
ラ
ブ

大
菊
の
部

■
大
阪
府
知
事
賞 

上
田　
　

力

■
太
子
町
長
賞 

久
門　

末
男

■
国
会
議
員
賞 

関
本　

幸
男

■
大
阪
府
議
会
議
長
賞 

至
田　

七
久

■
太
子
町
議
会
議
長
賞 

山
本　
　

貞

■
太
子
町
教
育
委
員
会
教
育
長
賞　
　

 

桝　
　

輝
勝

■
太
子
町
社
会
福
祉
協
議
会
長
賞　
　

 

加
川　

靖
紘

■
富
田
林
商
工
会
太
子
町
支
部
長
賞　

 

大
岩　

利
次

■
太
子
町
文
化
連
盟
会
長
賞 
 

関
本　

絹
代

だ
る
ま
菊
の
部

■
国
会
議
員
賞 

西
川　
　

淳

■
大
阪
府
議
会
議
員
賞 

尾
崎　

勝
康

■
太
子
町
教
育
委
員
会
委
員
長
賞　
　

 

高
尾　

恵
子

■
Ｊ
Ａ
大
阪
南
太
子
支
店
長
賞

 

逸
見　

敏
子

■
国
華
園
賞 

土
井　
　

勝

太
子
町
菊
花
展

入
賞
者
の
皆
さ
ん

〈
敬
称
略
〉

　10月15日、本町と一般社団法人大阪府ＬＰガス協会南河内南支部富田林地区との
間で、「災害時における応急生活物資等の供給に関する協定」を締結しました。
　この協定により、災害時にＬＰガスをスムーズに確保することが可能となり、災
害対策の強化が図られます。
◆問合せ　安全環境グループ　☎98-5525

災害時のＬＰガス供給協定を締結 ご長寿を
お祝いして

　今年101歳を迎えられ、町内最高齢
者となられた坂井靜子さんです。
　これからもお元気でお過ごしくだ
さい。

人敬
称
略

はなまる

町立総合体育館のトレーニング室は、講習会に参加した人でないと利用できません｡
［とき］1２月1３日（土）午後₆時３0分～午後₉時（午後₆時1５分までに必ずお越しください。）
［ところ］町立総合体育館　［受講料］２00円　［定員］２５人
［受講資格］平成２6年₃月３1日現在1５歳以上（高校生以上）の人。
［内容］講義…トレーニングの基礎理論／実技…ウォームアップ・クールダウンの実技
［受付］1２月₄日（木）午前11時～午後₅時1５分。なお、受付開始時点で定員（25人）を超え
た場合は抽選。定員に満たなかった場合は以後先着順で定員に達するまで受け付けます。
1２月₅日以降の受付時間は午前₉時～午後₅時1５分です。（1２月1３日（土）は午後₁時まで）
町立総合体育館の休館日は月曜日です。ただし、月曜日が祝日・振替休日の場合はその翌
日が休館日です。　　　　　　　　　　　　　　　◆問合せ　町立総合体育館　☎98−5344

町立総合体育館トレーニング講習会

◆問合せ
　近つ飛鳥の里・太子運営協議会
　☎98̶2786

［と　き］毎週土・日曜日と祝日
［ところ］道の駅
　　　　　近つ飛鳥の里・太子
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